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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象空間の空気を通過させて清浄化させる空気清浄機（１）であって、
　前記対象空間から空気を吸い込む上流側の吸込口（１３，１４）と、前記対象空間に対
して空気を吹き出す下流側の吹出口（１２）と、をつなぐ第１流路と、
　前記第１流路内の上流空間と、前記第１流路内であって前記上流空間よりも下流側の下
流空間と、をつなぐ第２流路と、
　前記第１流路内において上流側から下流側に向かう第１空気流（Ｆ１）を形成しつつ、
前記第２流路内において前記下流空間から前記上流空間に向かう第２空気流（Ｆ２）を形
成する送風部（３１）と、
　前記吹出口（１２）を閉じることで前記第１流路の少なくとも一部と前記第２流路とに
よって循環流路を形成する閉状態と、前記吹出口（１２）を閉じない開状態と、を変更可
能な吹出遮風部（１２Ｃ）と、
　少なくとも前記第１流路内の前記上流空間と前記下流空間との間に配置され、活性種の
供給を受けることにより、近傍の空気質を変更させる空気質変更部（４１，４３，４４）
と、
　前記空気質変更部（４１，４３，４４）に活性種を供給するために前記第２流路内に活
性種を生じさせる作用部（６３）と、
を備え、
　前記吹出遮風部（１２Ｃ）が開状態の場合には、前記吹出口（１２）から空気が吹き出
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し、
　前記吹出遮風部（１２Ｃ）が閉状態の場合には、前記吹出口（１２）から吹き出す空気
が遮られ、
　前記吹出遮風部（１２Ｃ）が閉状態と開状態とのいずれの状態であっても、前記送風部
（３１）によって前記第２空気流が形成される、
空気清浄機（１）。
【請求項２】
　前記作用部（６３）は、少なくとも前記第２流路もしくは前記第２流路と空間的に連続
している位置に配置されている、
請求項１に記載の空気清浄機（１）。
【請求項３】
　前記空気質変更部（４４）は、臭気成分を吸着する機能を有しており、活性種の供給を
受けることで臭気成分を分解させる、
請求項１または２に記載の空気清浄機（１）。
【請求項４】
　前記空気質変更部は、酸化防止剤供給機能を有しており、
　前記作用部は、前記循環流路の空気に対して酸化防止剤を放出することで前記空気質変
更部の酸化防止剤供給機能を補う、
請求項１から３のいずれか１項に記載の空気清浄機（１）。
【請求項５】
　前記吹出遮風部の状態に関する所定の情報を受付ける受付部（５４ａ，５４ｂ）と、
　前記受付部（５４ａ，５４ｂ）の受付けた情報に基づいて、前記吹出遮風部（１２Ｃ）
の状態を前記閉状態または前記開状態とする制御部（５０）と、
をさらに備えた、
請求項１から４のいずれか１項に記載の空気清浄機（１）。
【請求項６】
　前記第１空気流（Ｆ１）を遮風するために前記吸込口（１３，１４）を閉じる閉状態と
、前記吸込口（１３，１４）を開ける開状態と、を変更可能な吸込遮風部（１３Ｃ，１４
Ｃ）をさらに備えた、
請求項１から５のいずれか１項に記載の空気清浄機（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、室内の空気中に浮遊している臭気成分、塵埃、菌、およびウィルス等を除去
することで清浄化させた空気を再び室内に戻す空気清浄機がある。このような空気清浄機
では、臭気成分、塵埃およびウィルス等を、オゾンによって分解、死滅、あるいは不活化
させることで清浄化を行っている。
【０００３】
　これに対して、近年では、例えば、以下に示す特許文献１に記載の空気清浄機にように
、空気を清浄化させる段階を複数設けたものが提案されている。例えば、特許文献１に記
載の空気清浄機では、プレフィルタによって比較的大きなホコリを捕らえる段階、静電集
塵フィルタを用いて静電化された塵埃を収集する段階、空気中に浮遊する塵埃、臭気成分
およびウィルス等を吸着部に吸着させつつ、反応活性が高いとされている高速電子、イオ
ン、ヒドロキシラジカルの活性種を発生させて吸着部に送ることで、これらを清浄化させ
る段階等、複数の清浄段階を備えている。
【特許文献１】特開２００５－３００１１１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述した特許文献１に記載の空気清浄機では、吸込口から吹出口に向かうとい
う１つの流路において、各清浄化の段階が互いに直列関係となるように配設されている。
このため、本体内部側に位置する清浄化部分を洗浄する必要がある場合には、わざわざ他
の清浄化部分を取り去ってから、目的とする清浄化部分を取り外し、洗浄する必要がある
。また、本体内部側に位置する機能部品を交換する必要がある場合にも同様に、わざわざ
他の清浄化部分を取り去ってから、目的とする清浄化部分を取り外し、新たな機能部品に
交換しなければならない。
【０００５】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、本発明の課題は、対象空間の空気
質を向上させる運転が可能な構成において、内部の空気質向上機能のメンテナンスを容易
に行うことが可能な空気清浄機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１発明に係る空気清浄機は、対象空間の空気を通過させて清浄化させる空気清浄機で
あって、第１流路、第２流路、送風部、吹出遮風部、空気質変更部および作用部を備えて
いる。第１流路は、対象空間から空気を吸い込む上流側の吸込口と、対象空間に対して空
気を吹き出す下流側の吹出口と、をつなぐ流路である。第２流路は、第１流路内の上流空
間と、第１流路内であって上流空間よりも下流側の下流空間と、をつなぐ流路である。送
風部は、第１流路内において上流側から下流側に向かう第１空気流を形成しつつ、第２流
路内において下流空間から上流空間に向かう第２空気流を形成する。吹出遮風部は、吹出
口を閉じることで第１流路の少なくとも一部と第２流路とによって循環流路を形成する閉
状態と、吹出口を閉じない開状態と、を変更可能である。空気質変更部は、少なくとも第
１流路内の上流空間と下流空間との間に配置され、活性種の供給を受けることにより、近
傍の空気質を変更させる。作用部は、空気質変更部に活性種を供給するために第２流路内
に活性種を生じさせる。吹出遮風部が開状態の場合には、吹出口から空気が吹き出し、吹
出遮風部が閉状態の場合には、吹出口から吹き出す空気が遮られ、吹出遮風部が閉状態と
開状態とのいずれの状態であっても、送風部によって第２空気流が形成される。なお、空
気質変更部に発揮させる所定の機能としては、空気質変更部が予め備えている機能の向上
であってもよいし、別異の機能を付加することであってもよい。また、空気質の向上とし
ては、空気中の集塵、細菌、臭気成分等の人間が不快に感じる成分を除去することだけで
なく、ビタミン等を対象空間に放出する等人間が快適に感じる成分を空気中に含ませるこ
とであってもよい。また、ここでの遮風部は、例えば、吹出口を閉じたり開いたりする、
フラップ等が含まれる。
【０００７】
　ここでは、吹出遮風部が、開状態で、送風部が第１空気流を形成し、作用部が作用を及
ぼして空気質変更部が機能することで、対象空間の空気質を向上化させる空気質向上運転
を行うことができる。そして、吹出遮風部が、閉状態で、第２流路を介して上流側に戻る
第２空気流により循環流路を循環する流れが形成されて、作用部が作用を及ぼして空気質
変更部が機能することで、空気清浄機の内部の空気質向上機能を効率的にメンテナンスす
る内部循環運転を行うことができる。
【０００８】
　そして、これらの空気質向上運転と内部循環運転とは、吹出遮風部の位置を開状態とし
たり、閉状態としたりするだけで切り換えることができる。
【０００９】
　これにより、遮風部の状態を変更するだけで、対象空間の空気質を向上させる運転が可
能な構成において、内部の空気質向上機能のメンテナンスを容易に行うことが可能になる
。
【００１０】
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　第２発明に係る空気清浄機は、第１発明に係る空気清浄機であって、作用部は、少なく
とも第２流路もしくは第２流路と空間的に連続している位置に配置されている。
【００１１】
　ここでは、第２流路には、第１流路を通過して清浄化された空気を主として通過させる
。このため、第２流路もしくは第２流路と空間的に連続している位置に配置されている作
用部近傍は、ある程度清浄化された空気が通過している。
【００１２】
　これにより、第２流路を、内部循環運転のための流路の一部として用いつつ、近傍を流
れる空気の清浄度が要求されるような作用部を配置するための流路として用いることが可
能になる。
【００１３】
　ここで、近傍を流れる空気の清浄度が要求されるような作用部としては、例えば、活性
種を生起させるためのプラズマ放電を行う電極等が含まれる。このような電極の周囲を清
浄されていない空気が通過する場合には、人体から放出される硝酸アンモニウムや集塵等
の汚れが電極に付着してしまい、活性種を生起させることが困難になる。これに対して、
上述のように、第２発明に係る空気清浄機では、電極近傍を通過する空気が清浄化されて
いるため、このような汚れの付着の問題が生じにくい。
【００１４】
　第３発明に係る空気清浄機は、第１発明または第２発明に係る空気清浄機であって、空
気質変更部は、臭気成分を吸着する機能を有しており、活性種の供給を受けることで臭気
成分を分解させる。
【００１５】
　ここでの脱臭機能を有する空気質変更部は、臭気成分を吸着していくことで、徐々に脱
臭能力が低下していくことがある。
【００１６】
　これに対して、第３発明の空気清浄機では、作用部によって循環流路に放出される活性
種が、循環流路を通じて、脱臭機能を有する空気質変更部にまで供給される。このため、
空気質変更部に付着している臭気成分は、活性種によって分解される。
【００１７】
　これにより、空気質変更部の有する脱臭機能を再生させることが可能になる。
【００１８】
　第４発明に係る空気清浄機は、第１発明から第３発明のいずれかに係る空気清浄機であ
って、空気質変更部は、酸化防止剤供給機能を有している。そして、作用部は、循環流路
の空気に対して酸化防止剤を放出することで空気質変更部の酸化防止剤供給機能を補う。
ここでの「酸化防止剤」としては、例えば、ｄ－α－トコフェロール等のビタミンＥを含
むビタミンや、ガンマーアミノ酪酸やテアニン（Ｎγ－エチルＬ－グルタミン、γ－(エ
チルアミド)Ｌ－グルタミン酸）等のアミノ酸や、カテキン（３－ヒドロキシフラバノン
）等のポリフェノール類や、プロアントシアニジン等の抗酸化剤等が含まれる。
【００１９】
　ここでは、内部循環運転の際に空気質変更部に酸化防止剤を補給させておくことで、空
気質向上運転を行う際に、空気質変更部を通過する空気に対して酸化防止剤を効果的に含
ませることが可能になる。
【００２０】
　なお、空気質変更部において保持されている酸化防止剤が減少した場合であっても、内
部循環運転により、酸化防止剤を再度補給させることができる。
【００２１】
　第５発明に係る空気清浄機は、第１発明から第４発明のいずれかに係る空気清浄機であ
って、受付部と、制御部とをさらに備えている。受付部は、吹出遮風部の状態に関する所
定の情報を受付ける。ここでは、受付部は、例えば、空気質向上運転を行うという情報は
吹出遮風部を閉状態に位置させる情報として受け付け、内部循環運転を行うという情報は
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吹出遮風部を開状態に位置させる情報として受付ける。また、制御部は、受付部の受付け
た情報に基づいて、吹出遮風部の状態を閉状態または開状態とする。
【００２２】
　ここでは、受付部が受付けた所定の情報によって制御部が吹出遮風部の状態を変更させ
るため、ユーザが受付部に対して所定の情報を入力するだけで、空気質向上運転と内部循
環運転とを自動的に選択して実行することができる。
【００２３】
　第６発明に係る空気清浄機は、第１発明から第５発明のいずれかに係る空気清浄機であ
って、吸込遮風部をさらに備えている。この吸込遮風部は、第１空気流を遮風するために
吸込口を閉じる閉状態と、吸込口を開ける開状態と、を変更可能である。
【００２４】
　ここでは、吸込遮風部の状態が、閉状態と開状態とで変更されることで、吸込口からの
空気を遮風したり取り込んだり選択的に行うことができる。ここで、吹出遮風部および吸
込遮風部をいずれも閉状態とすることで、循環流路に対して対象空間の汚れた空気が取り
込まれることなく、略一定の空気量を内部で循環させることができる。
【００２５】
　これにより、循環流路に汚れた空気を取り込むことなく、密閉性が向上された循環流路
において効率的に内部循環運転を行うことが可能になる。
【発明の効果】
【００２６】
　第１発明の空気清浄機では、対象空間の空気質を向上させる運転が可能な構成において
、内部の空気質向上機能のメンテナンスを容易に行うことが可能になる。
【００２７】
　第２発明の空気清浄機では、第２流路を、内部循環運転のための流路の一部として用い
つつ、近傍を流れる空気の清浄度が要求されるような作用部を配置するための流路として
用いることが可能になる。
【００２８】
　第３発明の空気清浄機では、空気質変更部の有する脱臭機能を再生させることが可能に
なる。
【００２９】
　第４発明の空気清浄機では、内部循環運転の際に空気質変更部に酸化防止剤を補給させ
ておくことで、空気質向上運転を行う際に、空気質変更部を通過する空気に対して酸化防
止剤を効果的に含ませることが可能になる。
【００３０】
　第５発明の空気清浄機では、ユーザが受付部に対して所定の情報を入力するだけで、空
気質向上運転と内部循環運転とを自動的に選択して実行することができる。
【００３１】
　第６発明の空気清浄機では、循環流路に汚れた空気を取り込むことなく、密閉性が向上
された循環流路において効率的に内部循環運転を行うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る空気清浄機の実施形態について説明する。
【００３３】
　［空気清浄機１の構成］
　本発明の一実施形態に係る空気清浄機１を図１に示す。この空気清浄機１は、室内の空
気を清浄に保ち室内の快適性を向上させるために、室内の床に設置される床置き型空気清
浄機である。空気清浄機１は、本体部２とストリーマ放電ユニット６３（図１１、図１２
参照）とを備える。本体部２は、前後に分割可能とされており、後側に第１本体部３が設
けられ、前側に第２本体部４が設けられる。ストリーマ放電ユニット６３は、正面視にお
いて、本体部２の右上方に、前後方向に延びるように位置している。図２は、正面パネル
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２１を取り去った状態での外観斜視図である。
【００３４】
　図３および図４は、後述するフラップ１２Ｃの開閉状態を示す図であり、図３では、空
気清浄運転モードにおいてフラップ１２Ｃが「開」の状態となっている様子、図４では、
内部清浄運転モードにおいてフラップ１２Ｃが「閉」の状態となっている様子、をそれぞ
れ示している。
【００３５】
　＜第１本体部３＞
　第１本体部３は、図５に示すように、第１本体ケーシング１１、ファンモータ３０、送
風ファン３１（送風部）、ユニット収納部Ｂ、光触媒フィルタ４３（図６参照）、プラズ
マ触媒フィルタ４４（図６参照）を有する。なお、図５は、光触媒フィルタ４３およびプ
ラズマ触媒フィルタ４４が取り外された状態の第１本体部３の正面図である。
【００３６】
　　〔第１本体ケーシング１１〕
　第１本体ケーシング１１は、ファンモータ３０、送風ファン３１、ユニット収納部Ｂ、
光触媒フィルタ４３、プラズマ触媒フィルタ４４等を内部に収納しており、図１、図３に
示すように、吹出口１２と、フラップ１２Ｃと、下方吸込口１３と、側面吸込口１４とを
有している。吹出口１２は、第１本体ケーシング１１の上面部の背面側端部に設けられる
。吹出口１２は、清浄化された空気を空気清浄機１から上方に向かって吹き出すための開
口である。この吹出口１２には、「開」状態を示す図３および「閉」状態を示す図４のよ
うに、フラップ１２Ｃが取り付けられている。このフラップ１２Ｃは、板状部材であって
、一端面を軸に回転することで吹出口１２を開閉する。下方吸込口１３と側面吸込口１４
とは、室内の空気を空気清浄機１内に吸い込むための略矩形の開口である。下方吸込口１
３は、吹出口１２が設けられる面と同じ第１本体ケーシング１１の下方の正面側端部に設
けられる。下方吸込口１３の横方向の長さは、正面パネル２１の横方向の長さと略同一で
ある。側面吸込口１４は、第１本体ケーシング１１の左右の側面部の正面側にそれぞれ設
けられる一対の開口である。
【００３７】
　なお、第１本体ケーシング１１は、後述する正面パネル２１と共に、本体ケーシング６
を構成している。本体ケーシング６の内部には、吸込口１３，１４を通って室内から吸い
込まれ、空気清浄ユニット４０において清浄化され、吹出口１２から室内へと吹き出され
る空気が通るメイン空気流路と、吹出口１２近傍における空気を上流側に戻すバイパス空
気流路と、が設けられている。
【００３８】
　ここで、フラップ１２Ｃが「開」状態である場合には、図３、図６および図７（ａ）、
（ｂ）、（ｃ）において示すように、このメイン空気流路を流れるメイン空気流Ｆ１およ
びバイパス空気流路を流れるバイパス空気流Ｆ２が送風ファン３１によって生成されるこ
とで、空気清浄運転モードが実行される。ここで、図７（ａ）は空気清浄機１の正面概略
図、図７（ｂ）は空気清浄機１の右側面概略図、図７（ｃ）は空気清浄機１の上面概略図
をそれぞれ示している。
【００３９】
　なお、送風ファン３１よりも上流側においては、メイン空気流路は概ね前方から後方に
向けて流れており、以下、「前方」とは「メイン空気流路のメイン空気流の流れ方向にお
ける上流側」を意味し、「後方」とは「メイン空気流路のメイン空気流の流れ方向におけ
る下流側」を意味する。すなわち、バイパス空気流路を流れるバイパス空気流は、概ね、
後方から前方に向けて流れていることになる。
【００４０】
　ここで、図３、図６および図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）において示すように、メイン空
気流路を流れるメイン空気流Ｆ１は、下方吸込口１３および側面吸込口１４から吸い込ま
れた空気を清浄化させて、吹出口１２から吹き出す空気流である。また、バイパス空気流
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路を流れるバイパス空気流Ｆ２は、吹出口１２の近傍において上方に流れ、ストリーマ放
電ユニット６３が収納するユニット収納部Ｂに収納された状態で後方から前方に向けて流
れ、後述するプラズマイオン化部４２において正面略中央近傍まで流れた後、下降してい
き、後述するプレフィルタ４１の前方まで導かれる。
【００４１】
　また、フラップ１２Ｃが「閉」状態である場合には、図４、図８および図９（ａ）、（
ｂ）、（ｃ）において示すように、このバイパス流路とメイン空気流路の一部とによって
循環流路が形成され、この循環流路を流れる循環空気流Ｆ３が送風ファン３１によって生
成されることで、内部清浄運転モードが実行される。ここで、図９（ａ）は空気清浄機１
の正面概略図、図９（ｂ）は空気清浄機１の右側面概略図、図９（ｃ）は空気清浄機１の
上面概略図をそれぞれ示している。
【００４２】
　　〔送風ファン３１およびファンモータ３０〕
　図５、図６に示す送風ファン３１およびファンモータ３０は、メイン空気流路を流れる
メイン空気流Ｆ１およびバイパス空気流路を流れるバイパス空気流Ｆ２を生成する。送風
ファン３１としては、遠心ファンを採用している。このため、送風ファン３１は、回転軸
方向から空気を吸い込み、回転中心から半径方向外側に向かって空気を吹き出す。ファン
モータ３０は、送風ファン３１を回転駆動する。ファンモータ３０としては、インバータ
回路により周波数制御されるインバータモータを採用している。
【００４３】
　送風ファン３１の上流側の第１空間には、後述する空気清浄ユニット４０（図６参照）
が収納される。送風ファン３１の下流側の第２空間には、ファンモータ３０、送風ファン
３１および送風ファン３１の側面、すなわち、送風ファンの回転軸を中心とする円周方向
に沿って形成されたスクロール３３が収納されている。そして、送風ファン３１から吹き
出される空気が、スクロール３３に沿って吹出口１２から室内へ送り出される。
【００４４】
　　〔光触媒フィルタ４３〕
　光触媒フィルタ４３は、図６に示すように、プリーツ状に形成されており、静電フィル
タおよびチタンアパタイト担持フィルタを張り合わせて形成されている。なお、この光触
媒フィルタ４３は、静電フィルタが前側に、チタンアパタイト担持フィルタが後側に面す
るように配置される。静電フィルタは、後述するプラズマイオン化部４２を通過する際に
帯電させられた塵埃などを吸着する。チタンアパタイト担持フィルタは、静電フィルタを
通過した塵埃などを吸着する。このチタンアパタイト担持フィルタは、プレフィルタ４１
と同様に、チタンアパタイトを担持させたＰＰの繊維から形成されている。なお、チタン
アパタイトとは、カルシウムヒドロキシアパタイトの一部のカルシウム原子がイオン交換
などの手法によってチタン原子に置換されたアパタイトである。このチタンアパタイトは
、塵埃などに含まれるウィルスやカビ菌、細菌などを特異的に吸着する性質を有する。そ
して、このチタンアパタイトは、後述するストリーマ放電ユニット６３から供給される活
性種により光触媒機能が活性化され、ウィルスやカビ菌、細菌などを不活化または死滅さ
せる。
【００４５】
　また、この光触媒フィルタ４３は、プリーツ状に形成されているため、折り目に合わせ
て容易に折り畳むことが可能である。このため、図２に示すように、光触媒フィルタ４３
は、折り畳んだ状態で、上方に形成された交換用フィルタ収納部Ａに収納される。
【００４６】
　　〔プラズマ触媒フィルタ４４〕
　プラズマ触媒フィルタ４４は、送風ファン３１の前方であり、且つ、光触媒フィルタ４
３の後方に配置されている。すなわち、プラズマ触媒フィルタ４４は、送風ファン３１と
光触媒フィルタ４３との間に配置されている。プラズマ触媒フィルタ４４には、アナター
ゼ型の二酸化チタンが担持されている。プラズマ触媒フィルタ４４では、光触媒フィルタ
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４３に吸着されなかった空気中のウィルスや菌などを吸着する。このプラズマ触媒フィル
タ４４では、吸着された菌やウィルスなどが活性種により活性化された二酸化チタンによ
って死滅あるいは不活化される。
【００４７】
　　〔ユニット収納部Ｂ〕
　ユニット収納部Ｂは、図１０に示すように、ストリーマ放電ユニット６３を取り外し自
在に収納し、バイパス空気流Ｆ２の流れるバイパス空気流路の一部を構成する。このユニ
ット収納部Ｂは、ユニット収納本体Ｂ１と、ユニット収納本体Ｂ１に対して開閉自在に取
り付けられるカートリッジ収納部Ｂ２と、によって構成されている。
【００４８】
　このカートリッジ収納部Ｂ２には、脱臭触媒カートリッジ４９が収納される。このカー
トリッジ収納部Ｂ２は、図１０に示すように、開閉部を開けた状態で、脱臭触媒カートリ
ッジ４９を交換することが可能になっている。カートリッジ収納部Ｂ２は、脱臭触媒カー
トリッジ４９が収納されて閉じた状態において、ユニット収納本体Ｂ１のバイパス空気流
路と空気の往来が可能となるように、脱臭用開口ＢＯが設けられている。これにより、バ
イパス空気流路を流れる空気を対象として臭気成分を吸着して分解することで、脱臭する
。
【００４９】
　なお、この脱臭触媒カートリッジ４９は、一定期間以上使用すると、有効な吸着表面積
が減少し、脱臭効果が低下してくる。このため、表面に吸着した臭気成分を分解して再生
する処理、もしくは、寿命がつきた場合には交換する処理が必要となっている。
【００５０】
　ここでは、ストリーマ放電ユニット６３から放出される活性種は、後述する４つの連通
孔７２（図１２参照）、および、脱臭用開口ＢＯ（図９参照）を通じて、ユニット収納本
体Ｂ１のバイパス空気流路から脱臭触媒カートリッジ４９に対して、供給される。このた
め、脱臭効果が低下する原因となる付着した臭気成分は、この活性種によって分解される
。これにより、脱臭触媒カートリッジ４９は、臭気成分の吸着能力が回復し、再び脱臭剤
として使用できるようになって再生される。ここで、フラップ１２Ｃが「開」状態である
空気清浄運転モードの場合においても、脱臭触媒カートリッジ４９は再生されるが、フラ
ップ１２Ｃが「閉」状態である内部清浄運転モードの場合には、循環流路を流れる循環空
気流Ｆ３においてバイパス流路を通過する空気量が増大するため、より効果的に脱臭触媒
カートリッジ４９を再生させることができる。
【００５１】
　ユニット収納本体Ｂ１には、ストリーマ放電ユニット６３が取り付けられた状態におい
て電気的に接続させて通電状態となるように本体側接触子７５ａ、７５ｂが設けられてい
る。この本体側接触子７５ａ、７５ｂは、金属板から形成されており、第１本体部３に収
納された電源回路（図示せず）および電源コード（図示せず）を介して電源に接続される
。これにより、本体側接触子７５ａ、７５ｂは、長手方向におよび上下方向に離隔するよ
うにして設けられており、後述する放電ユニット側接触子７１と接触することによって、
ストリーマ放電ユニット６３側に電源からの電流を伝達する。ここで、本体側接触子７５
ａは、後方側に位置してストリーマ放電電極７０と接触し、本体側接触子７５ｂは前方に
位置してアース板７３と接触することになる。なお、ユニット収納本体Ｂ１は、樹脂等の
絶縁材料によって形成されている。
【００５２】
　＜ストリーマ放電ユニット６３＞
　ストリーマ放電ユニット６３は、上述したように、第１本体部３の右上方のユニット収
納部Ｂに収納されることで配置され、メイン空気流路の一部を形成する（図２および図５
参照）。
【００５３】
　ストリーマ放電ユニット６３は、図１１および図１２に示すように、放電ユニットケー
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シング６９と、放電部８３と、放電ユニット側接触子７１、８１と、を有しており、スト
リーマ放電を生起させることにより、光触媒フィルタ４３に供給する活性種を生成してバ
イパス空気流Ｆ２中に放出する。
【００５４】
　　〔放電ユニットケーシング６９〕
　放電ユニットケーシング６９には、放電部８３が取り付けられる。放電ユニットケーシ
ング６９は、樹脂から形成された箱状の部材であり、ユニット収納部Ｂに合致する外形を
有している。放電ユニットケーシング６９は、上面および右側面が開口しており、放電部
８３の前方、後方、左側面、下面を覆っている。
【００５５】
　放電ユニットケーシング６９は、図１０に示すように、ユニット収納部Ｂの内部に挿入
され、ユニット収納部Ｂに着脱自在に取り付けられる。放電ユニットケーシング６９は、
ユニット収納部Ｂに取り付けられることによって、ユニット収納部Ｂと共に放電部８３の
周囲を覆い、バイパス空気流路を形成する。
【００５６】
　放電ユニットケーシング６９の背面の左側面（図１２で示す上方）には、接触子カバー
７１Ｇ、８１Ｇが長手方向におよび上下方向に互いに離隔するようにして、２箇所に設け
られている。この接触子カバー７１Ｇ、８１Ｇは、ストリーマ放電ユニット６３がユニッ
ト収納部Ｂに挿入される際に、ユニット収納部Ｂ側の部材とスライドすることで前後方向
に挿入をガイドする機能を有している。
【００５７】
　放電ユニット側接触子７１、８１は、図１２に示すように、それぞれ接触子カバー７１
Ｇ、８１Ｇの位置に対応する位置に長手方向におよび上下方向に離隔するようにして設け
られている。ストリーマ放電ユニット６３が取り付けられた状態では、図１２で示す左側
は空気清浄機１の前方となり、右側が後方となる。放電ユニット側接触子７１および放電
ユニット側接触子８１は、上述したように、接触子カバー７１Ｇ、８１Ｇによってガイド
されつつ、ストリーマ放電ユニット６３がユニット収納部Ｂに挿入された状態で、それぞ
れ本体側接触子７５ａおよび本体側接触子７５ｂと接触する。
【００５８】
　また、放電ユニットケーシング６９の下面の長手方向における中間部分には、複数の微
少な孔７７が設けられている。さらに、放電ユニットケーシング６９の下面の長手方向に
おける後方部分には、収納時において、上述したユニット収納部Ｂの４つの脱臭用開口Ｂ
Ｏに対応する位置に、下方に向けて開口した４つの連通孔７２が設けられている。
【００５９】
　　〔放電部８３〕
　放電部８３は、ストリーマ放電を生起させる主要部であり、ストリーマ放電電極７０と
、アース板７３とを有する。
【００６０】
　　　（ストリーマ放電電極７０）
　ストリーマ放電電極７０は、金属板７０’を切り起こした部分に取り付けられた端子で
構成されており、放電電圧が印可されることによってアース板７３との間にストリーマ放
電を生じさせる。ストリーマ放電電極７０および金属板７０’は、２つの絶縁支柱７１Ｐ
を介して放電ユニットケーシング６９に対して、絶縁支柱７１Ｐの内部を通っている螺子
７１Ｓ（２つ）によって螺着されている。２つの絶縁支柱７１Ｐのうちの一方には、放電
ユニット側接触子７１と接触するようにして螺着されている。これにより、ストリーマ放
電ユニット６３がユニット収納部Ｂに取り付けられて、放電ユニット側接触子７１が本体
側接触子７５ａと接触した状態では、放電ユニット側接触子７１が螺子７１Ｓを介してス
トリーマ放電電極７０と電気的に接続された状態になる。これにより、放電ユニット側接
触子７１は、本体側接触子７５ａからストリーマ放電電極７０に放電電圧を伝達すること
ができる。
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【００６１】
　　　（アース板７３）
　アース板７３は、金属板から形成されており、ストリーマ放電電極７０の金属板７０’
よりも大きな略長方形の外形を有する。アース板７３は、ストリーマ放電電極７０に対し
て平行に配置されており、ストリーマ放電電極７０の近くに離れて配置されている。アー
ス板７３は、２つの絶縁支柱８１Ｐを介して放電ユニットケーシング６９に対して、絶縁
支柱８１Ｐの内部を通っている螺子８１Ｓ（２つ）によって螺着されている。２つの絶縁
支柱８１Ｐのうちの一方には、放電ユニット側接触子８１と接触するようにして螺着され
ている。これにより、ストリーマ放電ユニット６３がユニット収納部Ｂに取り付けられて
、放電ユニット側接触子８１が本体側接触子７５ｂと接触した状態では、放電ユニット側
接触子８１が螺子８１Ｓを介してアース板７３と電気的に接続された状態になる。
【００６２】
　上述したように、ストリーマ放電電極７０に対応する本体側接触子７５ａが本体の後方
に位置することから、ユーザの手が届きにくくなっており、安全性が確保されている。ま
た、ストリーマ放電電極７０およびアース板７３は、それぞれ絶縁支柱７１Ｐ、８１Ｐを
介して樹脂で成形された放電ユニットケーシング６９に固定されているため、絶縁性が確
保されている。
【００６３】
　なお、以上の構成において、放電ユニットケーシング６９は、ストリーマ放電電極７０
およびアース板７３が配置される空間と、放電ユニット側接触子７１、８１の接点が配置
される空間との間を仕切っている。これにより、放電ユニット側接触子７１、８１の接点
は、ストリーマ放電電極７０およびアース板７３が配置された空間から仕切られた空間に
配置される。
【００６４】
　以上のようにして、ストリーマ放電電極７０から発生される活性種は、バイパス空気流
路を流れるバイパス空気流に対して放出される。このストリーマ放電ユニット６３におい
て放出された活性種は、後述するプラズマイオン化部４２の上面ガイド４２Ｇおよび前面
ガイド４２Ｈを流れ、プレフィルタ４１の前方に供給される。
【００６５】
　＜第２本体部４＞
　第２本体部４は、図１、図２に示すように、第１本体部３の前面に着脱自在に取り付け
られる。第２本体部４は、正面パネル２１、プレフィルタ４１（図６参照）、プラズマイ
オン化部４２（図６参照）を有している。
【００６６】
　　〔正面パネル２１〕
　正面パネル２１は、図１に示すように、第２本体部４の前面に設けられている。この正
面パネル２１の高さは、空気清浄機１の奥行きより長い構成となっている。また、ここで
は、人間の動きを検知して、ＯＮ／ＯＦＦ等を制御するために用いられる人検知センサ（
図示せず）による検知が可能なように、半透明部Ｓが設けられている。
【００６７】
　　〔プレフィルタ４１〕
　図６および図１５に示すように、プレフィルタ４１は、フィルタ部４１ａと、仕切通気
部４１ｂとが設けられている。
【００６８】
　フィルタ部４１ａは、正面パネル２１の後方に設けられており、比較的大きなホコリや
塵を除去する。フィルタ部４１ａは、ポリプロピレン（以下、ＰＰという）製の糸状の樹
脂網からなるネットと、ネットを保持するフレームとから構成されている。フィルタ部４
１ａのネットを構成する繊維には、可視光線型の光触媒とカテキンとが空気側に露出する
ように担持されている。可視光線型の光触媒は、可視光線により光触媒作用が活性化され
る酸化チタン等を含んでおり、フィルタ部４１ａに付着する塵埃などに含まれるカビ菌や
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細菌などの菌やウィルスを除去する。なお、カテキンは、ポリフェノールの一種であって
、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレート
などの総称である。このカテキンは、フィルタ部４１ａに付着する塵埃などに含まれるカ
ビ菌や細菌などの菌の繁殖を抑制したりウィルスを不活化したりする。
【００６９】
　仕切通気部４１ｂは、図１５に示すように、プレフィルタ４１の中央に上下に渡って、
左右のフィルタ部４１ａを仕切るようにして設けられている。この仕切通気部４１ｂは、
前後方向に貫通した孔４１Ｏを複数有している。
【００７０】
　　〔プラズマイオン化部４２〕
　図２に示すように、プラズマイオン化部４２は、プレフィルタ４１の後方に設けられ、
第２本体部４の背面に設けられる。プラズマイオン化部４２は、プレフィルタ４１を通過
した空気中に浮遊している比較的小さな塵埃を耐電させる。プラズマイオン化部４２は、
図１３に示すように、主に、一対の対向電極２１、２２、複数のイオン化線６６（線状電
極部）、を有している。また、図１３においては、複数のイオン化線６６のうち一部のイ
オン化線６６のみに符号を付して他は省略している。
【００７１】
　　　（対向電極２１、２２）
　一対の対向電極２１、２２は、図１３に示すように、方形波形状の断面を有する金属板
であって、上下に分かれて取り付けられている。対向電極２１、２２は、イオン化線６６
に近接して配置されており、イオン化線６６に高圧電流が流されることにより、イオン化
線６６との間にコロナ放電を生起させる。
【００７２】
　　　（イオン化線６６）
　複数のイオン化線６６は、対向電極２１，２２と共に、プレフィルタ４１を通過した空
気中に浮遊している比較的小さな塵埃を耐電させる役割を担う。イオン化線６６は、対向
電極２１、２２の前方に配置されている。このイオン化線６６に放電電圧が印可されるこ
とによって、イオン化線６６と対向電極２１、２２との間にコロナ放電が生じる。イオン
化線６６は、空気経路に交差するように配置されており、空気経路を通過する空気流中に
配置される。また、イオン化線６６は、鉛直方向に平行に設けられており、複数のイオン
化線６６が水平方向に複数本並んで配置されている。これらのイオン化線６６は、微小径
のタングステン線材などによって形成され、塵埃等を帯電させるための放電電極として用
いられる。
【００７３】
　　　（上面ガイド４２Ｇ、前面ガイド４２Ｈ）
　図１４に示すように、プラズマイオン化部４２の上面には、左右に長く下方に窪んだ溝
である上面ガイド４２Ｇが形成されている。この上面ガイド４２Ｇは、プラズマイオン化
部４２が第１本体部３に取り付けられることで、第１本体部３によって上面が覆われ、バ
イパス空気流路の一部を構成する。この上面ガイド４２Ｇの右側は、上述したユニット収
納部Ｂの前面側の開口部分から活性種を含んだバイパス空気流Ｆ２が流れ込むようになっ
ている。そして、このように流れ込んだバイパス空気流Ｆ２は、上面ガイド４２Ｇの中央
近傍から下方に向かって流れる。
【００７４】
　また、図１３、図１６および図１７に示すように、プラズマイオン化部４２の前面の中
央近傍には、上下に渡って後方側に窪んで設けられた溝および縁において前面側に突出し
たリブ４３Ｒによって構成される前面ガイド４２Ｈが設けられている。この前面ガイド４
２Ｈは、上述したプレフィルタ４１の仕切通気部４１ｂの輪郭に対応した形状を有してい
る。そして、図１５に示すように、プラズマイオン化部４２のリブ４３Ｒに対してプレフ
ィルタ４１の裏面が当接し、プレフィルタ４１の仕切通気部４１ｂと前面ガイド４２Ｈと
の間でバイパス空気流路が形成され、上面ガイド４２Ｇからのバイパス空気流が下方に向
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かう。
【００７５】
　この際、前面ガイド４２Ｈを通過する活性種を含んだ空気によるバイパス空気流Ｆ２は
、図１６に示すように、仕切通気部４１ｂの孔４１Ｏを介して、フィルタ部４１ａの前方
に向けて放出される。
【００７６】
　なお、プラズマイオン化部４２に設けられているリブ４３Ｒは、図１６および図１７に
示すように、仕切通気部４１ｂの膨出部分の一部に対応する部分は、後方に向けて窪んで
いる窪み部４４Ｒが設けられている。これにより、活性種を含んだバイパス空気流Ｆ２の
一部は、プレフィルタ４１の下流側にも提供されることになり、プレフィルタ４１の後方
の清浄部に対しても十分に活性種を提供できる。
【００７７】
　＜制御部５０＞
　空気清浄機１に設けられている制御部５０は、図１８に示すように、制御プログラム、
脱臭触媒カートリッジ４９の交換所定時間データ、臭気成分許容量データ等の各種パラメ
ータが格納されるＲＯＭ５０ａ、処理中の変数などを一時的に格納するＲＡＭ５０ｂなど
が接続されている。また、制御部５０には、温度センサ５０ｃ、湿度センサ５０ｄ、ダス
トセンサ５０ｅ、ガスセンサ５０ｆ、フラップ開閉部５１、表示パネル５３、操作パネル
５４ａ、リモコン５４ｂ、ファンモータ３０およびストリーマ放電ユニット６３がそれぞ
れ接続されている。
【００７８】
　温度センサ５０ｃ、湿度センサ５０ｄ、ダストセンサ５０ｅ、およびガスセンサ５０ｆ
の各種センサ類は、各センサの検出信号を制御部５０へ出力する。ダストセンサ５０ｅは
、導入される空気中に光を照射し、空気中に含まれる煙、ホコリ、花粉、その他の粒子に
よって乱射されて受光素子に到達した光量を検出して、粉塵などの粒子濃度を測定するこ
とができる。ガスセンサ５０ｆは、活性種により分解された臭気分子および有害ガス成分
などから発生したガス濃度を測定することができる。これらの各種センサ類により、脱臭
触媒カートリッジ４９の再生状況を判断し再生時間を自動調整することができる。
【００７９】
　表示パネル５３は、実行中の運転モード（空気清浄運転モードまたは内部清浄運転モー
ド）、各種センサ５０ｃ～５０ｆによるモニタ情報、タイマ情報およびメンテナンス情報
などを表示する。また、この表示パネル５３は、液晶表示パネル、ＬＥＤ、その他の表示
素子またはこれらの組み合わせで構成することが可能である。
【００８０】
　ユーザは、操作パネル５４ａおよびリモコン５４ｂを操作することにより、空気清浄機
１の運転モード（空気清浄運転モードもしくは内部清浄運転モード）の設定変更等を行う
ことができる。この操作パネル５４ａやリモコン５４ｂ等から空気清浄運転モードもしく
は内部清浄運転モードの設定入力を受付けた制御部５０は、フラップ開閉部５１によって
、フラップ１２Ｃを開閉制御する。具体的には、制御部５０は、空気清浄運転モードの指
令を受けた場合には、図３に示すように、フラップ開閉部５１によってフラップ１２Ｃを
「開」状態となるように制御する。また、制御部５０は、内部清浄運転モードの指令を受
けた場合には、図４に示すように、フラップ開閉部５１によって、フラップ１２Ｃを「閉
」状態となるように制御する。
【００８１】
　さらに、制御部５０は、ファンモータ３０およびストリーマ放電ユニット６３に接続さ
れている。制御部５０は、ユーザの操作や各種センサ５０ｃ～５０ｆの検出結果などに応
じて、ファンモータ３０による風量およびストリーマ放電ユニット６３による活性種の生
成に係る放電量を制御することができる。
【００８２】
　［空気清浄ユニット４０による空気清浄作用］
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　この空気清浄機１は、図６、図８に示すように、プレフィルタ４１、プラズマイオン化
部４２、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フィルタ４４からなる空気清浄ユニット
４０（空気清浄部）およびストリーマ放電ユニット６３を備えており、各吸込口（下方吸
込口１３、側面吸込口１４）から吸い込まれた室内の空気中に含まれる異物を除去して空
気を清浄化する。以下、空気清浄ユニット４０による空気清浄作用について説明する。
【００８３】
　下方吸込口１３、側面吸込口１４から吸い込まれた室内の空気は、まずプレフィルタ４
１のフィルタ部４１ａを通る。この際、比較的大きなホコリや塵が空気中から除去される
。また、プレフィルタ４１に含まれる光触媒とカテキンとの作用により、プレフィルタ４
１のフィルタ部４１ａに付着した塵埃などに含まれるカビ菌や細菌などの菌やウィルスの
繁殖が抑制され、ウィルスが不活化される。
【００８４】
　プレフィルタ４１を通過した空気流は、イオン化線６６と対向電極２１、２２との間を
通過する。イオン化線６６と対向電極２１、２２との間に高電圧が印加されると、イオン
化線６６と対向電極２１、２２との間に放電が生じる。この結果、イオン化線６６と対向
電極２１、２２との間を通過する空気流に含まれる塵埃等がプラス電荷に帯電する。
【００８５】
　イオン化線６６と対向電極２１、２２との間を通過した空気流は、光触媒フィルタ４３
を通過する。このとき、静電フィルタによって、プラズマイオン化部４２を通過する際に
帯電させられた塵埃などが吸着される。また、チタンアパタイト担持フィルタによって、
静電フィルタを通過した塵埃などが吸着される。なお、イオン化線６６と対向電極２１、
２２とを通過した際に、塵埃に含まれるウィルスや菌なども帯電されているため、チタン
アパタイトへのウィルスや菌の吸着効率が高まっている。
【００８６】
　光触媒フィルタ４３を通過した空気流は、プラズマ触媒フィルタ４４を通過する。プラ
ズマ触媒フィルタ４４では、光触媒フィルタ４３に吸着されなかった空気中のウィルスや
菌などが吸着される。
【００８７】
　ここで、空気清浄機１が空気清浄運転モードを実行している場合（図３、図６参照）に
は、フラップ１２Ｃが「開」状態であり吹出口１２が開いているため、プラズマ触媒フィ
ルタ４４を通過して清浄化されたメイン空気流Ｆ１は、吹出口１２から室内へと吹き出さ
れる。また、プラズマ触媒フィルタ４４を通過した空気の一部は、室内へと吹き出される
ことなく、バイパス空気流路に向けてバイパス空気流Ｆ２となって流れる。
【００８８】
　また、空気清浄機１が内部清浄運転モードを実行している場合（図４、図８参照）には
、フラップ１２Ｃは「閉」状態であり吹出口１２は閉じているため、循環流路が形成され
、プラズマ触媒フィルタ４４を通過して清浄化されたメイン空気流Ｆ１は、吹出口１２か
ら室内へと吹き出されることなく、バイパス空気流路に向けてバイパス空気流Ｆ２となっ
て流れ、循環流路を流れる循環空気流Ｆ３となる。
【００８９】
　バイパス空気流路には、上述したように、ストリーマ放電ユニット６３が設けられてい
る。ストリーマ放電ユニット６３においては、ストリーマ放電電極７０とアース板７３と
の間に直流、交流、またはパルスの放電電圧が印加され、ストリーマ放電電極７０とアー
ス板７３との間にストリーマ放電が生じる。ストリーマ放電が生じると、放電場に低温プ
ラズマが生成され、活性種が放電ユニットケーシング６９内に生起し、バイパス空気流Ｆ
２中に放出される。なお、これらの活性種は、エネルギーレベルが非常に高く、光触媒フ
ィルタ４３に到達する前であっても、空気に含まれるアンモニア類や、アルデヒド類、窒
素酸化物など小さな有機分子を分解・消臭する能力を有する。
【００９０】
　ここで、ストリーマ放電電極７０近傍を通過する空気は、プレフィルタ４１、プラズマ
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イオン化部４２、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フィルタ４４において一端清浄
化されている。このため、ストリーマ放電電極７０の端子部分に集塵や硝酸アンモニウム
等が付着してしまうことを防ぐことができる。これにより、ストリーマ放電を安定的に発
生させることができる。
【００９１】
　そして、このストリーマ放電ユニット６３から生起した活性種は、上述したように、４
つの連通孔７２および脱臭用開口ＢＯを通じて（図１０、図１２参照）、脱臭触媒カート
リッジ４９に供給され、脱臭触媒カートリッジ４９を再生させる。具体的には、供給され
る活性種が、脱臭触媒カートリッジ４９の表面に吸着されている臭気成分を分解し、脱臭
触媒カートリッジ４９による臭気成分の吸着能力を向上させることで再生させる。
【００９２】
　このようにして活性種を含有したバイパス空気流Ｆ２は、バイパス空気流路を通過して
、プレフィルタ４１の前方および後方に提供され、プレフィルタ４１に付着した塵埃等に
作用して清浄化させることができる。
【００９３】
　そして、活性種を含んだ空気は、イオン化線６６と対向電極２１、２２との間を通過し
、光触媒フィルタ４３を通過する。このとき、静電フィルタによって、プラズマイオン化
部４２を通過する際に帯電させられた塵埃などが吸着されている。そして、チタンアパタ
イト担持フィルタによって、静電フィルタを通過した塵埃などが吸着されるこの際、チタ
ンアパタイトは、ストリーマ放電ユニット６３から供給された活性種により光触媒機能が
活性化されており、ウィルスやカビ菌、細菌などを不活化または死滅させることができる
。
【００９４】
　さらに、プラズマ触媒フィルタ４４では、光触媒フィルタ４３に吸着されなかった空気
中のウィルスや菌などが吸着されており、活性種を含んだ空気により活性化された二酸化
チタンによって、これらの菌やウィルスなどが死滅あるいは不活化される。
【００９５】
　ここで、空気清浄機１が空気清浄運転モードを実行している場合（図３、図６参照）に
は、上述したように、フラップ１２Ｃが「開」状態であり吹出口１２が開いているため、
プラズマ触媒フィルタ４４を通過して活性種によっていっそう清浄化されたメイン空気流
Ｆ１は、吹出口１２から室内へと吹き出される。また、プラズマ触媒フィルタ４４を通過
した空気の一部は、室内へと吹き出されることなく、バイパス空気流路に向けてバイパス
空気流Ｆ２となって流れ、これを繰り返す。
【００９６】
　また、空気清浄機１が内部清浄運転モードを実行している場合（図４、図８参照）には
、上述したように、フラップ１２Ｃは「閉」状態であり吹出口１２は閉じているため、循
環流路が形成され、プラズマ触媒フィルタ４４を通過して活性種によっていっそう清浄化
されたメイン空気流Ｆ１は、吹出口１２から室内へと吹き出されることなく、バイパス空
気流路に向けてバイパス空気流Ｆ２となって流れ、循環流路を流れる循環空気流Ｆ３とな
って再度循環することになる。ここで、循環流路を再度循環する空気は、光触媒フィルタ
４３等でウィルスや菌が低減されているだけでなく、活性種によってプラズマ触媒フィル
タ４４で菌やウィルスなどが死滅あるいは不活化され、前回通過した時点よりも清浄度が
進んでいる。このように、内部清浄運転モードでは、循環する度に清浄度が向上し、脱臭
触媒カートリッジ４９における臭気成分の吸着速度よりも、活性種によって分解される速
度の方が早く、脱臭触媒カートリッジ４９の再生度合いが向上していくことになる。また
、内部清浄運転モードでは、脱臭触媒カートリッジ４９の再生と同様に、空気清浄ユニッ
ト４０を構成するプレフィルタ４１、プラズマイオン化部４２、光触媒フィルタ４３およ
びプラズマ触媒フィルタ４４の各部についても、活性種が供給され、循環する度に清浄度
の高い空気が流れ、再生度合いが向上していく。
【００９７】
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　＜本実施形態の空気清浄機１の特徴＞
　この空気清浄機１では、ユーザは、操作パネル５４ａやリモコン５４ｂを操作して、空
気清浄運転モードか、内部清浄運転モードかを選択入力するだけで、制御部５０がフラッ
プ開閉部５１によって自動的にフラップ１２Ｃを回転させて、吹出口１２を開閉させる。
これにより、室内空気を清浄させたい場合と、空気清浄機１の内部を清浄化させたい場合
とを、簡易な操作で自動的に切り換えることができる。
【００９８】
　＜本実施形態の空気清浄機の変形例＞
　（Ａ）
　上記実施形態の空気清浄機１では、吹出口１２を開閉可能なフラップ１２Ｃが設けられ
た構成について例に挙げて説明した。
【００９９】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図１９に示すように、吹出口
１２だけでなく、下方吸込口１３を開閉可能なフラップ１３Ｃ、および、側面吸込口１４
を開閉可能なフラップ１４Ｃをそれぞれ設けるようにしてもよい。
【０１００】
　これにより、内部清浄運転モードの際に、吹出口１２をフラップ１２Ｃで閉じ、下方吸
込口１３をフラップ１３Ｃで閉じ、さらに側面吸込口１４をフラップ１４Ｃで閉じること
で、吹出だけでなく吸込も閉ざして、空気清浄機１の内部の循環流路のみで循環空気量を
略一定として活性種を循環させることができる。
【０１０１】
　これにより、循環流路に対象空間の汚れた空気が取り込まれることなく、密閉性が向上
された循環流路において効率的に内部清浄運転モードを実行することができる。さらに、
清浄対象となる空気の量が一定であるため、より効率的に内部清浄化させることができる
。
【０１０２】
　（Ｂ）
　上記実施形態の空気清浄機１のフラップ１２Ｃでは、吹出口１２の外側に配置され、一
端面を軸に回転することで吹出口１２を開閉する構造を例に挙げて説明した。
【０１０３】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、回転により開閉するのではな
く、フラップの面方向にスライドすることにより吹出口１２を開閉するような構造として
もよい。また、フラップ１２Ｃの配置は、吹出口１２の外側に限られず、例えば、吹出口
１２の内側に配置させてもよい。
【０１０４】
　（Ｃ）
　上記実施形態の空気清浄機１では、脱臭触媒カートリッジ４９を循環流路のそばに配置
して、臭気成分を低減させる場合について例に挙げて説明した。
【０１０５】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、脱臭触媒カートリッジ４９の代わりに
、例えば、カートリッジ収納部Ｂ２に、空気中に酸化防止剤を供給する酸化防止剤カート
リッジ等を搭載するようにしてもよい。ここでは、上記実施形態における内部清浄運転モ
ードのような循環流路を循環させる運転を行うことで、空気清浄ユニット４０を構成する
プレフィルタ４１、プラズマイオン化部４２、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フ
ィルタ４４の各部について酸化防止剤を供給することができる。これにより、内部清浄運
転モードが解除され、空気清浄運転モードとなった場合に、担持されている酸化防止剤を
放出することで、室内の空気を清浄させるだけでなく、吹出口１２から室内に吹き出され
る空気に対して酸化防止剤を効果的に含ませることができる。なお、担持されている酸化
防止剤が減少してきた場合であっても、再度新たなカートリッジに効果して内部清浄運転
モードを実行することにより、酸化防止剤を再度補給させることができる。
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【０１０６】
　また、ここでの酸化防止剤としては、例えば、ｄ－α－トコフェロール等のビタミンＥ
を含むビタミンや、ガンマーアミノ酪酸やテアニン（Ｎγ－エチルＬ－グルタミン、γ－
(エチルアミド)Ｌ－グルタミン酸）等のアミノ酸や、カテキン（３－ヒドロキシフラバノ
ン）等のポリフェノール類や、プロアントシアニジン等の抗酸化剤等であってもよい。
【０１０７】
　また、酸化防止剤に限られず、人体に有益な物質であって、空気清浄機１のプレフィル
タ４１、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フィルタ４４等で担持させることができ
、空気清浄運転モードの際となった場合に放出させることができる成分を採用するように
してもよい。
【０１０８】
　また、ここで、上述のようなビタミン等の人体に有益な物質を空気清浄機１のプレフィ
ルタ４１、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フィルタ４４等において担持させるよ
うに内部清浄運転モードを実行する場合には、その内部清浄運転モード時にストリーマ放
電ユニット６３に対する電力の供給を停止して、活性種の生起を一時的に停止するように
してもよい。これにより、上述した人体に有益な物質が、生起される活性種によって死滅
されるような事態を回避することができるようになる。
【０１０９】
　（Ｄ）
　上記実施形態の空気清浄機１では、活性種がプレフィルタ４１の前方および後方に供給
される場合について例に挙げて説明した。
【０１１０】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、プレフィルタ４１の後方のみ
であってもよく、プラズマイオン化部４２の後方であっても、活性種の安定的な発生によ
る効果を得ることができる。
【０１１１】
　（Ｅ）
　また、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、活性種を吸着させる脱臭フィル
タを配置し、その下流側にバイオ抗体フィルタをオプションとして配置するようにしても
よい。これにより、脱臭フィルタが活性種を吸着することによって臭気成分を分解しつつ
、バイオ抗体を生かせたままで機能させることができる。
【０１１２】
　（Ｆ）
　上記実施形態の空気清浄機１では、吹出口１２近傍から流れ出ようとする空気のうちの
一部がバイパス空気流Ｆ２となってユニット収納部Ｂの開口を通じてストリーマ放電ユニ
ット６３に供給される場合について例に挙げて説明した。
【０１１３】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、送風ファン３１から吹出口１
２に向かう通路とは別個に、図２０に示すように、送風ファン３１からの空気流れを直接
ユニット収納部Ｂおよびストリーマ放電ユニット６３に供給できる延出通路Ｄを採用した
構成としてもよい。
【０１１４】
　（Ｇ）
　上記実施形態の空気清浄機１では、送風ファン３１は、吹出口１２の近傍の最も下流側
に一つ配置される場合について例に挙げて説明した。
【０１１５】
　しかし、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、送風ファン３１の配置は、上
記実施形態のメイン空気流Ｆ１およびバイパス空気流Ｆ２の両方が形成されるような配置
であればよい。例えば、空気清浄ユニット４０を構成するプレフィルタ４１、プラズマイ
オン化部４２、光触媒フィルタ４３およびプラズマ触媒フィルタ４４のいずれかの間に配
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置するようにしてもよい。
【０１１６】
　また、送風ファン３１は、１つでなくてもよく、主としてメイン空気流Ｆ１を形成させ
るための送風ファンと、主としてバイパス空気流Ｆ２を形成させるための送風ファンと、
の２つを設けた構成としてもよい。この場合には、バイパス空気流Ｆ２を生じさせる送風
ファンは、バイパス空気流路の途中において、バイパス空気流Ｆ２を強制的に生じさせる
ように配置してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明を利用すれば、空気質を向上させる運転が可能な構成において、内部の空気質向
上機能のメンテナンスを容易に行うことができるため、特に、再生を要する空気質向上機
能部材を備えた空気清浄機において有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の実施形態に係る空気清浄機の外観斜視図である。
【図２】正面パネルを取り除いた状態での空気清浄機の外観斜視図である。
【図３】フラップが開いている運転状態での背面側の外観斜視図である。
【図４】フラップが閉じている停止・内部洗浄状態での背面側の外観斜視図である。
【図５】空気清浄機のファンの位置を示す図である。
【図６】メイン空気流とバイパス空気流による空気清浄の説明図である。
【図７】（ａ）メイン空気流路とバイパス空気流路を示す正面図である。
【０１１９】
　　　　　（ｂ）メイン空気流路とバイパス空気流路を示す側面図である。
【０１２０】
　　　　　（ｃ）メイン空気流路とバイパス空気流路を示す上面図である。
【図８】循環空気流による内部清浄の説明図である。
【図９】（ａ）循環空気流路を示す正面図である。
【０１２１】
　　　　　（ｂ）循環空気流路を示す側面図である。
【０１２２】
　　　　　（ｃ）循環空気流路を示す上面図である。
【図１０】ユニット収納部の構成図である。
【図１１】ストリーマ放電ユニットの外観斜視図である。
【図１２】ストリーマ放電ユニットの上面視断面図である。
【図１３】プラズマイオン化部の背面斜視図である。
【図１４】プラズマイオン化部の上面図である。
【図１５】プラズマイオン化部にプレフィルタが装着された際の正面図である。
【図１６】プレフィルタの要部拡大図である。
【図１７】プラズマイオン化部の要部拡大図である。
【図１８】制御部に関するブロック図である。
【図１９】変形例（Ａ）に係る空気清浄機のフラップを示す図である。
【図２０】変形例（Ｆ）に係る延出通路を示す図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　　１　　空気清浄機
　１２　　吹出口
　１３　　下方吸込口
　１４　　側面吸込口
　３１　　送風ファン
　４０　　空気清浄ユニット
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　４１　　プレフィルタ
４１ａ　　フィルタ部
４１ｂ　　仕切通過部
４１Ｏ　　孔
　４２　　プラズマイオン化部
　４２　　光触媒フィルタ
　４４　　プラズマ触媒フィルタ
　６３　　ストリーマ放電ユニット
                                                                              

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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